
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
及
び
最
高
裁
判
所
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

裁
判
員
制
度
の
意
義
、
内
容
、
具
体
的
裁
判
手
続
等
に
つ
い
て
、
国
民
や
企
業
等
に
対
す
る
周
知
徹
底
が
十
分
な
さ
れ
る

よ
う
一
層
努
力
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
員
が
刑
事
裁
判
に
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
刑
事
裁
判
の
更
な
る
迅
速
化
と
と
も
に

有
給
休
暇
制
度
や
保
育
・
介
護
施
設
等
の
環
境
整
備
の
拡
充
・
促
進
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

二

部
分
判
決
制
度
が
、
裁
判
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
一
方
、
犯
罪
の
証
明
又
は
被
告
人
の
防
御
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
員
の
負
担
を
で
き
得
る
限
り
軽
減
す
る
こ
と
を
考
慮
し
つ

つ
、
個
々
の
区
分
事
件
や
全
体
の
事
件
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
利
益
が
保
障
さ
れ
、
迅
速
に
真
相
究
明
が
実
現
し
適
正
な
結

論
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
公
正
で
的
確
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
司
法
関
係
者
に
対
し
て
周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

三

広
く
国
民
が
刑
事
裁
判
の
過
程
に
参
加
し
、
そ
の
感
覚
を
裁
判
内
容
に
よ
り
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
裁
判
員
制
度
の
根
幹
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
性
別
、
年
齢
、
職
種
等
に
偏
り
の
な
い
幅
広
い
層
の
国
民
か
ら
裁
判
員
が
選
任
さ
れ
る
と
と
も
に
、

裁
判
員
の
裁
判
へ
の
関
与
が
形
骸
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
的
確
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
司
法
関
係
者
に
対
し
て
周
知

徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

四

併
合
事
件
審
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
の
感
覚
が
十
分
反
映
さ
れ
た
適
正
な
量
刑
判
断
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
区
分
事
件

の
公
判
手
続
の
更
新
が
的
確
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
部
分
判
決
の
判
決
書
が
具
体
的
か
つ
平
易
な
表
現
内
容
で
、
新
た
に

選
任
さ
れ
る
併
合
事
件
審
判
の
裁
判
員
に
も
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
司
法
関
係
者
に
対
し
て
周
知
徹
底
に
努
め

る
こ
と
。

五

証
人
尋
問
等
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
及
び
そ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
評
議
等
の
充
実
を
確
保
し
つ
つ
、
証
人
等
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
保
護
、
被
害
者
感
情
の
尊
重
な
ど
を
十
分
勘
案
し
た
上
、
適
切
な
運
用
を
行
う
こ
と
。



六

公
判
調
書
の
整
理
期
限
の
伸
長
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
防
御
等
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
厳
格
な
運
用

に
配
慮
す
る
こ
と
。

七

裁
判
員
制
度
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
国
民
が
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
裁
判
員
裁
判
に
参
加
で
き
る
よ
う
、
国
民
の
生
活

実
態
や
参
加
の
障
害
事
由
等
の
精
確
な
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
裁
判
員
制
度
の
施
行
後
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が

あ
れ
ば
迅
速
に
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八

裁
判
員
制
度
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
学
校
に
お
け
る
法
教
育
に
加
え
、
職
場
、
地
域
等
を
通
じ
て
、
幅
広
い
層
の
国

民
に
対
す
る
一
層
の
法
教
育
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
等
の
法
律
関
連
職
種
の
諸

団
体
、
企
業
な
ど
と
の
協
力
体
制
の
充
実
強
化
や
法
教
育
に
関
す
る
人
的
・
物
的
体
制
の
拡
充
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
調
査

・
研
究
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

検
察
審
査
員
等
の
選
定
等
に
際
し
て
は
、
欠
格
事
由
等
に
係
る
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
適
正
な
判
断
を
行
う
と
と
も
に
、

選
定
手
続
の
遅
滞
に
よ
る
事
件
処
理
の
停
滞
等
を
招
来
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
遺
漏
な
き
を
期
す
る
こ
と
。

十

裁
判
員
の
負
担
が
過
大
と
な
れ
ば
、
裁
判
員
制
度
自
体
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
の
で
、
そ
の
拘
束
期
間
、
時

間
を
よ
り
短
く
す
る
よ
う
な
工
夫
を
更
に
研
究
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


